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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
〇
号

（
衆
議

）

院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
適
切
か
つ
確
実
な
児
童
虐
待
の
防
止
等
を
図
る
た
め
、
児
童
の
親
権
を
行
う
者
の
親
権
を
行
う
に
当
た
っ
て

の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に
つ
い
て
の
児
童
相
談
所
長
等
に
よ
る
安
全
の

確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
の
実
施
の
義
務
化
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
臨
検
等
の
制
度
の
創

設
、
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
よ
る
児
童
の
身
辺
へ
の
つ
き
ま
と
い
等
を
禁
止
す
る
制
度
の
創
設
、
正
当
な
理
由
な
く
立

入
調
査
を
拒
否
し
た
者
に
対
す
る
罰
金
の
額
の
引
上
げ
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

目
的

法
の
目
的
に
「
児
童
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
こ
と
」
を
明
記
す
る
。

二

安
全
確
認
義
務
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市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
に
係
る
通
告
等
を
受
け
た
と
き
は
、
市

町
村
、
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
の
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
等
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

三

出
頭
要
求

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
護
者
に
対
し
、
当
該
児
童
を

同
伴
し
て
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
、
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
等
に
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

四

再
出
頭
要
求

都
道
府
県
知
事
は
、
保
護
者
が
正
当
な
理
由
な
く
立
入
調
査
等
を
拒
否
し
た
場
合
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て

い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
護
者
に
対
し
、
当
該
児
童
を
同
伴
し
て
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
、
児
童

の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
等
に
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

臨
検
等

都
道
府
県
知
事
は
、
保
護
者
が
四
の
再
出
頭
要
求
を
拒
否
し
た
場
合
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
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あ
る
と
き
は
、
当
該
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
い
又
は
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
児
童
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
が
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
許
可
状
に
よ
り
、
児
童
の

福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
児
童
の
住
所
若
し
く
は
居
所
に
臨
検
さ
せ
、
又
は
児
童
を
捜
索
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

六

保
護
者
が
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
の
措
置

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
対
す
る
指
導
に
係
る
勧
告
に
保
護
者
が
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
、
一
時
保
護
、
強
制
入
所
措
置
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

七

面
会
等
の
制
限
等

、

、

、

１

一
時
保
護
及
び
同
意
施
設
入
所
措
置
の
場
合
に
も

強
制
施
設
入
所
措
置
の
場
合
と
同
様
に

児
童
相
談
所
長
等
は

児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
つ
い
て
、
当
該
児
童
と
の
面
会
及
び
通
信
の
全
部
又
は
一
部
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
強
制
入
所
措
置
の
場
合
に
お
い
て
、
面
会
及
び
通
信
の
全
部
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
児
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童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
児
童
の
身
辺
へ
の
つ
き
ま
と
い
又
は
そ
の
住
居
等
の
付
近

で
の
は
い
か
い
を
禁
止
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正

一

親
権
の
代
行

児
童
相
談
所
長
は
、
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の
請
求
が
さ
れ
て
い
る
児
童
等
に
対
し
、
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後

見
人
が
あ
る
に
至
る
ま
で
の
間
、
親
権
を
行
う
。

二

罰
則

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
立
入
調
査
を
拒
否
し
た
者
等
に
対
す
る
罰
金
の
額
を
、
三
十
万
円
以
下
か
ら
五
十
万
円
以
下

に
引
き
上
げ
る
。

第
三

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

検
討
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１

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
を
図
り
、
児
童
の
権
利
利
益
を
擁
護
す
る
観
点

か
ら
親
権
に
係
る
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

２

政
府
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
社
会
的
養
護
に
関
し
、
里
親
及
び
児
童
養
護
施
設
等
の
量
的
拡
充
に
係
る
方

策
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
を
含
む
児
童
養
護
施
設
等
の
運
営
の
質
的
向
上
に
係
る
方
策
、
児
童
養

護
施
設
等
に
入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
教
育
及
び
自
立
の
支
援
の
更
な
る
充
実
に
係
る
方
策
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


